
安全な畜産物を供給するために、生産段階において安全な飼料を正しく使うことが重要です

家畜保健衛生所たより

安全な飼料は安全な畜産物の源です！

山梨県西部家畜保健衛生所 （平成26年度第37号）H27.1.8

家畜の病気等に関するお問い合わせは西部家畜保健衛生所まで・・・・
TEL：0551-22-0771 FAX：0551-22-6728

○安全な飼料を正しく使うポイント

 BSEの発生を防止する
・反すう動物（牛、めん羊、山羊など）には動物性タンパクを給与しない
（「A飼料」「牛用飼料」「反すう動物用飼料」と表示されている飼料を用いる）

 混合飼料や飼料添加物は、表示や飼料の状態を確認して利用する
・対象動物、使用上及び保存上の注意、添加可能な飼料の種類と量などを遵守する

 粗飼料は農薬残留や異物混入、カビの発生に注意する
・購入元への農薬使用状況の確認や、給与前に異物やカビの有無を確認する

 飼料の使用記録を付ける
・飼料の使用年月日、家畜の種類、飼料の名称、使用量、購入年月日や購入元の名称等
を帳簿へ記載及び飼料表示票を保管する
（保存期間の目安は、肉用鶏2年、採卵鶏5年、豚2年、牛8年です）

 放射性物質の暫定許容値以下の飼料を給与する
・飼料1kgあたり：牛・馬100Bq、豚８０Bq、家きん１６０Bq

＊飼料添加物については表1、表２を参考にして下さい



※飼料の適正使用について、詳しくは家畜保健衛生所にお問い合わせ下さい。

また、以下のホームページも参照して下さい。

農林水産省消費・安全局（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/）

（社）日本化学飼料協会（http://kashikyo.lin.gr.jp/guideline.html）

（独）農林水産消費安全技術センター（http://www.famic.go.jp/index.html）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所（http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_poisoning/）
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